
資料３

【乗降場所名】 柳光前

【状況】

当該地は令和４年度より、福祉向上の観点から高齢者移動支援として停留所設置を検討してきたが、

当時は施設増設計画や動線の安全管理上、施設敷地内での乗降に同意が得られず保留となっていた。

現在は施設前の横断歩道を渡った町有地に安全な乗降空間を確保できる見通しが立ち、また利用者

から施設前での乗降を望む声も続いていることからデマンドバス乗降場所を新設したい。

なお、病院・福祉施設は距離基準（300ｍ以上）を適用せず個別判断としてきた運用にも合致する

ことから特例的に設置する合理性が高いと判断した。※既存バス停（旧中竜門小）より120ｍ

デマンドバス乗降場所の新設について

既存：旧中竜門小


